
かすみがうら市議会第 2回定例会 承認第 8号に関する補足説明資料 

令和 6 年 6 月 7 日 保健福祉部介護長寿課

介護保険料 年金からの特別徴収還付事務フロー 

【例】介護保険料（令和３年度第６段階） ７４，８００円の被保険者が令和３年９月にお亡くなりになられたケース 

亡くなる前月分までの保険料を納付いただくため、年額保険料を４月分から８月分（５／１２月）に更正する。 

その結果、１０月以降分が減額となり、年金からの特別徴収が停止しない場合、差額の１１，９００円が過納付になるため還付事務が発生する。 

月別 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 合計 

更生前 ７，６００円 ９，７００円 ９，７００円 １６，０００円 １５，９００円 １５，９００円 ７４，８００円 

更生後 ７，６００円 ９，７００円 ９，７００円 ４，１００円 ０円 ０円 ３１，１００円 

差 額 △１１，９００円 △１５，９００円 △１５，９００円 ４３，７００円 

［納付義務者］    ［市町村］ ［年金保険者］ ［市町村］ ［相続人］ ［市町村］ 

死亡 死亡データを国保連に送信 年金保険者から還付先リスト到達 相続人調査の上 還付請求書 還付口座振込み 

（毎月１０日） （２～３ヶ月程度の期間を要する） 還付通知発送  返戻 

国保連を経由し、年金保険者 ※還付先（相続人・年金保険者）判明

に死亡データが届く。 


